
議案第７号 

   特地勤務手当等に関する規則の一部改正について 

 

  令和５年３月23日提出  岩手県人事委員会 委員長  渡辺 正和 

 

第１ 趣旨 

   千厩警察署保呂羽駐在所の廃止に伴い、所要の改正をしようとするもの

である。 

 

第２ 規則案の内容 

岩手県警察組織規則（昭和49年岩手県公安委員会規則第２号）の改正（３

月24日公布、４月１日施行）による千厩警察署保呂羽駐在所の廃止に伴い、

当該公署を削除すること。（別表第３関係） 

 

第３ 施行期日（附則関係） 

 令和５年４月１日から施行すること。 
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 特地勤務手当等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和５年３月23日 

岩手県人事委員会       

委員長 渡 辺 正 和  

岩手県人事委員会規則第７号 

   特地勤務手当等に関する規則の一部を改正する規則 

 特地勤務手当等に関する規則（昭和46年岩手県人事委員会規則第８号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

別表第３（第２条関係） 別表第３（第２条関係） 

 公 署 所在地   公 署 所在地  

  ［略］  ［略］    ［略］  ［略］  

 千・警察署興田駐在所  ［略］   千・警察署興田駐在所  ［略］  

 千・警察署保呂羽駐在所 

県南広域振興局土木部北上土木

センター西和賀出張所 

一関市藤沢町保呂羽 

 ［略］ 

   

県南広域振興局土木部北上土木

センター西和賀出張所 

 

 ［略］ 

 

  ［略］  ［略］    ［略］  ［略］  

 ［略］  ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

RS19010198
タイプライターテキスト
7-2




